
 京都市上下水道局組織及び事務処理規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２８年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 水田 雅博   

京都市上下水道局管理規程第１１号 

   京都市上下水道局組織及び事務処理規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局組織及び事務処理規程の一部を次のように改正する。 

 第１条第１項の表中水道部の部管理課の項中「庶務係長，」の右に「事業管理係長，」

を加え，同部施設課の項中「調整係長」を「事務係長，調整係長」に改め，下水道部の部

管理課の項中「庶務係長，」の右に「事業管理係長，」を加える。                

     「 

 

第１条 

第２項中 を      

                                      」       

「 

東部営業所 お客さまサービス係長，料金第１係長， 

料金第２係長 

                                  」 

第１条第７項中第３号を削り，第４号から第２３号までを１号ずつ繰り上げ，第２号を

次のように改める。 

(２) 東部営業所 京都市山科区椥辻西浦町１番地１１ 

第２条第５項中「又は経営・防災担当部長」を「，経営政策担当部長又は財務・防災担

当部長」に改める。 

第３条第８項中「経営・防災担当部長」を「経営政策担当部長，財務・防災担当部長」

に改める。 

第５条第３項ただし書中「又は経営・防災担当部長」を「，経営政策担当部長又は財務・

防災担当部長」に改める。 

第６条総務課の項第１３号中「（疏水の用地を除く。）」を削る。 

東山営業所 お客さまサービス係長，料金係長 

山科営業所 お客さまサービス係長，料金係長 

に改める。 



第１０条資器材・防災センターの項中第６号を次のように改める。 

(６) 水道メーターの請求試験に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

（関係規程の一部改正） 

２ 京都市上下水道局職員の職名等に関する規程の一部を次のように改正する。 

別表中「ヽヽ経営ビジョン策定担当部長，」の右に「ヽヽ経営政策担当部長，ヽヽ財

務・防災担当部長」を加える。 

（上下水道局総務部職員課） 

 


